
平成２８年第３回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

 

１ 開催日時  平成２８年６月２日（木） 午前９時００分 

２ 開催場所  三種町役場 第３会議室 

３ 出席委員  近藤 範夫、田村  明、川田 耕司、加賀谷得子 

４ 欠 席 者  無 

５ 事 務 局  書記長 木村 信悦、書記 石井 靖紀、清水 真、 

門間 淳子、近藤 一仁 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

（１）議案第１１号 選挙人名簿に登録することについて 

 （２）議案第１２号 選挙人名簿から抹消することについて 

 （３）報告第 ５号 登録の移替えをした者について 

 （４）報告第 ６号 選挙権を有する者の５０分の１の数について 

 （５）報告第 ７号 選挙権を有する者の３分の１の数について 

（６）議案第１３号 選挙人名簿の縦覧場所を定めることについて 

（参院選） 

（７）議案第１４号 在外選挙人名簿の縦覧場所を定めることについて 

（参院選） 

（８）議案第１５号 選挙人名簿の移替えの延期について（参院選） 

 （９）議案第１６号 ポスター掲示場を設置する場所を定めることについて 

（参院選） 

 （10）議案第１７号 期日前投票管理者及びその職務代理者の選任について 

（参院選） 

 （11）議案第１８号 期日前投票立会人の選任について（参院選） 

 （12）議案第１９号 開票管理者及びその職務代理者の選任について 

（参院選） 

 

午前９時００分開会 

 

木村書記長  おはようございます。只今から平成２８年第３回三種町選挙管

理委員会を始めさせていただきます。始めに、近藤委員長よりご

挨拶をお願い致します。 

近藤委員長  皆さん、おはようございます。 

       いよいよ政局が動いてまいりまして、新聞等でも盛んに報じら



れるような状況となっております。今日は、定時登録と参議院選

挙関連の議案審議となりますので、よろしくご審議の程お願い申

し上げまして、挨拶と致します。 

それでは、会議の方進めさせていただきます。 

近藤委員長  本日の会議録署名委員の指名ということで、田村委員と川田委

員にお願いしたいと思います。 

      （「はい。」の声あり。） 

近藤委員長  それでは、議案第１１号「選挙人名簿に登録することについて」

ということで、事務局の説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第１１号「選挙人名簿に登録することについて」。 

       公職選挙法第２２条第１項の規定により、別紙の者を平成２８

年６月２日付けで選挙人名簿に登録する。 

       説明致します。 

本件につきましては、６月１日を基準日としまして、３月定時

登録後の新成人と転入３カ月経過者の登録を行うものでございま

す。 

まず、「１」の成人登録でございます。対象者は、基準日６月１

日までに満２０歳に達する者。生年月日では、平成８年３月３日

から平成８年６月２日生まれの者で、男９人、女１５人、計２４

人となっております。 

次に、「２」の転入登録でございます。 

対象者は、３月１日以前に転入し、引き続き三種町に居住して

いる者。転入日では、平成２７年１２月２日から平成２８年３月

１日までの者で、男１０人、女１８人、計２８人。 

よって、今回の成人と転入を合わせた登録者総数は、男１９人、

女３３人、合計５２人でございます。 

別紙の名簿の方をご覧下さい。 

名簿の１頁目が成人登録の２４名でございます。「生年月日」の

欄で、平成８年３月３日から平成８年６月２日までの者が本日の

登録でございます。 

次に、転入登録の２８名でございますが、２頁に記載してござ

います。今回の転入登録は、「住民となった届出日」の欄が、平成

２７年１２月２日から平成２８年３月１日までの者でございます。 

説明は、以上でございます。 

近藤委員長  それでは、名簿を確認していただきまして、何かご質問等あり



ましたらご発言願います。 

 

      （各委員、暫時別紙資料を確認。） 

 

近藤委員長  皆さん、ご質問等ございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  特に無いとのことですが、議案第１１号を原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、議案第１１号は原案どおり決定致し

ます。 

近藤委員長  続きまして、議案第１２号「選挙人名簿から抹消することにつ

いて」。事務局より説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第１２号「選挙人名簿から抹消することについて」。 

       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を平成２８年６月

２日付けで選挙人名簿から抹消する。 

説明致します。 

登録の抹消につきましては、３月定時登録後の死亡者と転出４

カ月経過の抹消でございます。 

まず、「１」の死亡抹消者でございますが、３月２日から６月１

日までの死亡届が対象で、男３１人、女４６人、計７７人となっ

ております。 

次に、「２」の転出抹消者でございます。２月１日以前に三種町

から転出した者が４カ月経過でございますが、対象者の範囲と致

しましては、転出日が昨年１１月２日から今年２月１日までの者

となります。人数は、男２１人、女３６人、計５７人。 

よって、今回の死亡と転出による抹消者総数は、男５２人、女

８２人、合計１３４人でございます。 

抹消につきましても、別紙の名簿をご覧願います。 

まず、３頁から５頁が死亡抹消者の７５名でございます。死亡

抹消につきましては、死亡の届出が、３月２日から６月１日まで

の者でございます。 

次に、転出抹消者５７名につきましては、６頁と７頁に記載し

ております。今回は、名簿の「住民でなくなった年月日」の欄が、

平成２７年１１月２日から平成２８年２月１日までの者が４カ月



経過の抹消でございます。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  それでは、名簿を確認いただいて、ご質問等ありましたらご発

言願います。 

 

      （各委員、暫時別紙資料を確認。） 

 

近藤委員長  皆さん、ご質問等ございませんか。 

      （「はい、ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  特に無いとのことですが、議案第１２号を原案どおり決定して

よろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、議案第１３号は原案どおり決定致し

ます。 

近藤委員長  次に、報告第５号から第７号までは関連がありますので、一括

でご審議願います。事務局の方から説明をお願いします。 

清水書記   始めに、報告第５号「登録の移替えをした者について」。 

       平成２８年６月２日付けの定時登録に係る登録の移替えをした

者は、別紙のとおりである。 

本件につきましては、３月２日から６月１日までの町内転居に

より、投票区の変更が生じた者の登録の移替えでございまして、

人数は、男１５人、女３１人、合計４６人でございます。 

対象者につきましては、別紙の名簿の８頁から１１頁に記載し

ておりますので、後ほどご確認いただきたいと思います。 

引き続きまして、報告第６号「選挙権を有する者の５０分の１

の数について」。 

       報告第６号「選挙権を有する者の５０分の１の数について」。 

       地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の５０分の１の数は３１０である。 

この５０分の１の数につきましては、下に記載の直接請求に必

要な署名数でございます。 

算定の基礎になります、今回６月定時登録の選挙人名簿登録者

数につきまして、４頁の増減表でご説明致します。 

まず、前回３月定時登録の名簿登録者数が、合計１５，５７２

人。これに対し、今回の登録抹消者数が死亡と転出合わせて１３



４人。登録が新有権者、転入合わせて５２人。これらを増減した

今回の名簿登録者総数が右側の１５，４９０人。前回と比較し８

２人の減でございます。 

５０分の１の数につきましては、１５，４９０人の５０分の１

でございます。 

続きまして、報告第７号でございます。「選挙権を有する者の３

分の１の数について」。 

地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項及び第８１条第１

項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数は５，１６４

である。 

この３分の１の数につきましては、下に記載の直接請求に必要

な署名数で、選挙人名簿登録者数１５，４９０人の３分の１に当

たる５，１６４となっております。 

       以上で、説明を終わります。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお

願い致します。 

 

      （各委員、暫時別紙資料を確認。） 

 

川田委員   これは、異議ありません。 

近藤委員長  異議無いとのことですが、他にございますか。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

近藤委員長  特に無いようですが、報告第５号から第７号までを原案どおり

承認してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、報告第５号から第７号までを原案

どおり承認することと致します。 

近藤委員長  続きまして、議案第１３号、第１４号、第１５号については関

連がございますので、一括でご審議願います。事務局より説明を

お願いします。 

清水書記   はい。議案第１３号「選挙人名簿の縦覧場所を定めることにつ

いて（参院選）」。 

       平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に伴い、

平成２８年６月２２日に縦覧に供する平成２８年６月２１日に選



挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面

の縦覧の場所を次のとおり定める。 

縦覧の場所 三種町選挙管理委員会事務室 

       説明致します。 

       参議院選挙の執行に伴いまして、公示日前日の６月２１日を基

準日としまして選挙人名簿の選挙時登録を行います。そして、登

録した者の氏名、住所等を記載した書面を公示日の１日間縦覧し

なければなりませんので、その場所を定めるものでございます。 

       次に、議案第１４号「在外選挙人名簿の縦覧場所を定めること

について（参院選）」。 

 平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙に伴い、

平成２８年６月２２日に縦覧に供する平成２８年６月２１日に在

外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事館の名称、最終住所

及び生年月日を記載した書面の縦覧の場所を次のとおり定める。 

縦覧の場所 三種町選挙管理委員会事務室 

在外選挙人名簿につきまして、新たに登録する者がいる場合は、

公示日１日間縦覧することになりますので、その場所を選管事務

室に定めるものでございます。 

在外選挙の方につきましては、選挙人の氏名、経由領事館の名

称、最終住所、生年月日を記載した書面の縦覧となります。 

       次に、議案第１５号「選挙人名簿の移替えの延期について（参

院選）」。 

       公職選挙法施行令第１７条ただし書により三種町の区域内で他

の投票区の区域に住所を移した者に係る選挙人名簿の登録の移替

えを延期する期間を次のとおり定める。 

移替えを延期する期間 

平成２８年６月１０日から平成２８年７月１０日まで 

       説明致します。 

町内転居による投票区の移替えにつきまして、選挙時におきま

しては、選挙人名簿抄本や投票所入場券の作成準備のため、一定

期間、この移替えを延期できることになっております。 

参議院選挙に伴いまして、６月９日（木）に選挙人名簿等のデ

ータ作成を行います。その翌日から選挙が終わるまでの間は、町

内転居による投票区の移替えは行わない取扱いとしております。 

       説明は以上でございますが、昨日得た情報によりますと、今日



の閣議で６月２２日公示、７月１０日投開票というスケジュール

が正式に決まるとのことですが、現時点では決まっておりません

ので、議案は全て「執行予定」ということで作っておりますので

よろしくお願い致します。 

       以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。 

川田委員   町内転居とは違いますが、町外に転出した人が転出前の三種町

に投票する場合は、不在者投票を利用するので、ここまで来なく

ても良い、転出先で出来るということですね。 

清水書記   はい、そうです。実際は、こちらに不在者投票の投票用封筒や

投票用紙の請求をしていただいて、こちらから郵送で送付して、

それを滞在地の選挙管理委員会に持参していただいて、そこで投

票していただくことになります。 

川田委員   わかりました。 

近藤委員長  他に何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  無いようですが、議案第１３号、第１４号、第１５号の３件に

つきまして、原案どおり決定してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  異議無しということですので、只今の３件を原案どおり決定致

します。 

近藤委員長  続きまして、議案第１６号「ポスター掲示場を設置する場所を

定めることについて」の説明を事務局よりお願いします。 

清水書記   はい。議案第１６号「ポスター掲示場を設置する場所を定める

ことについて（参院選）」。 

       平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における

公職選挙法第１４４条の２の規定によりポスター掲示場を設置す

る場所を次のとおり定める。 

説明致します。 

参議院選挙に伴うポスター掲示場の設置箇所数につきましては、

ご覧のとおり琴丘地区４９箇所、山本地区６３箇所、八竜地区４

６箇所の計１５８箇所で、昨年の県議選と変更ございません。  

設置場所につきましては、次の１１頁以降に別紙として一覧に

しておりますが、これにつきましても変更はございません。 



このポスター掲示場の設置数につきましては、公職選挙法施行

令の規定により、各投票区の名簿登録者数と面積に応じて設置す

べき数が決まりますが、昨年と変わらず１５８箇所ということで

ございます。 

       なお、掲示場の設置は６月１３日から始まりまして、公示日前

に完了する見込みとなっております。 

近藤委員長  それでは、只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ござい

ましたらご発言願います。 

川田委員   設置箇所の所有者には全部了解をとっているんでしょうか。 

清水書記   はい。設置場所の状況が変わっていたり、塀や建物が造られて

設置できないといったことが、これまでもありましたので、必ず

事前に通知をお送りして了解を得ております。 

川田委員   分かりました。 

近藤委員長  皆さん、他に何かございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。それでは、本案につきまして、原案どおり決定してよろ

しいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  異議無しとのことですので、議案第１６号は原案どおり決定と

致します。 

       続きまして、議案第１７号「期日前投票管理者及びその職務代

理者の選任について」ということで、説明をお願いします。 

清水書記   議案第１７号「期日前投票管理者及びその職務代理者の選任に

ついて（参院選）」。 

      平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における

期日前投票管理者及びその職務を代理すべき者を別紙のとおり選

任する。 

       次の１７頁をご覧ください。 

       選挙当日の投票所と同じように、期日前投票につきましても期

間中、投票管理者と職務代理者を選任する必要がございます。期

日前投票につきましては、選挙権のある者の中から選任するとな

っておりますので、琴丘、山本、八竜の各期日前投票所について、

ご覧のとおり選任したいとしております。 

       なお、議案の別紙に誤りがありましたので、訂正をお願い致し

ます。琴丘地域拠点センターと山本総合支所の期日前投票所につ



きまして、「職務を行うべき日」が「６月２３日」からとなってお

りますが、先回ご審議いただいたとおり、琴丘と山本については

開始を遅らせまして「７月２日」からの開設となりますので、す

みませんが訂正をお願い致します。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご質問等無いようですが、本案を原案どおり決定してよろしい

でしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、議案第１７号を原案どおり決定致し

ます。 

       続きまして、議案第１８号「期日前投票立会人の選任について」

の説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第１８号「期日前投票立会人の選任について（参院

選）」。 

       平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における

期日前投票立会人を別紙のとおり選任する。 

       期日前投票におきましても、期間中、毎日２人ずつ投票立会人

を置く必要がありますことから、琴丘地域拠点センターと山本総

合支所の期日前投票所につきましては１９頁に記載のとおり４名

ずつ、八竜農村環境改善センターについては、２０頁にございま

すが、７名を選任したいとしております。 

なお、期日前の立会人につきましては、公募の登録制にしてお

りますので、登録者の意向などを調整しながら配置しております。

別紙資料の方に、各立会人の従事日を分かりやすく表にしており

ますので、そちらの方もご確認いただければと思います。 

以上で、説明を終わります。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、ご質問、ご意見等ございます

でしょうか。 

田村委員   立会人の振り分けは、選管の方から「あなたは何日と何日」と

いうふうに連絡しているんですか。 

清水書記   まず、それぞれの方に従事できない日をお聞きして、その上で

できるだけ公平に従事できるように調整しております。 

田村委員   わかりました。 



近藤委員長  他に聞きたいこと等ございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  特に無いようですが、本案を原案どおり決定することにご異議

等ございませんか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、議案第１８号は原案どおり決定と致します。 

  次に、議案第１９号を議題としますが、本案のうち「開票管理

者の選任」については、私に関係することになります。この場合、

地方自治法の規定により、私が議事に参加することはできません

ので、「開票管理者の選任」に限り、議長を田村委員にお願いした

いと思いますが、田村委員よろしいでしょうか。 

田村委員   はい、分かりました。 

近藤委員長  皆さん、田村委員を議長としてよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議無いとのことですので、田村委員に議長をお願いします。

よろしくお願いします。 

田村委員   それでは、議長として議事進行させていただきますので、よろ

しくお願いします。 

議案第１９号のうち「開票管理者の選任について」を議題とし

ますので、近藤委員長は退席ということでお願いします。 

      （近藤委員長、退席） 

事務局より説明をお願いします。 

清水書記   はい。議案第１９号のうち「開票管理者の選任」について。 

平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における

三種町開票区の開票管理者を次のとおり選任する。 

開票管理者につきましては、公職選挙法第６１条の規定により、

当該選挙の選挙権を有する者の中から選挙管理委員会が選任する

者をもって充てるとなっておりますので、議案のとおり「近藤委

員長」にお願いしたいということで提案致します。 

説明を終わります。 

田村委員   議案第１９号のうち「開票管理者の選任」について、ご質問、

ご異議等ございませんか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

田村委員   ご異議等無いとのことですので、本案は原案どおり決定と致し

ます。 



       「開票管理者の選任」について審議が終了しましたので、議長

の職を解かさせていただきます。ご協力ありがとうございました。 

      （近藤委員長、着席） 

近藤委員長  田村委員、ご苦労様でした。 

それでは、次に、議案第１９号のうち「開票管理者の職務代理

者の選任について」を議題としますので、田村委員は退席という

ことでお願いします。 

      （田村委員、退席） 

事務局より説明をお願いします。 

清水書記   議案第１９号のうち「開票管理者の職務代理者の選任」について。 

平成２８年７月１０日執行予定の参議院議員通常選挙における

三種町開票区の開票管理者の職務を代理すべき者を次のとおり選

任する。  

職務代理者につきましては、議案のとおり「田村委員」にお願

いしたいということで提案しております。 

説明を終わります。 

近藤委員長  議案第１９号のうち「開票管理者の職務代理者の選任」につい

て、ご質問、ご異議等ございませんか。 

      （「特にありません。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議等無いようですが、本案を原案どおり決定することにご

異議ありませんか。 

      （「異議無し。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、本案は原案どおり決定と致します。 

近藤委員長  本日の議案審議は以上です。 

       次に、その他として事務局からお願いします。 

清水書記   はい。それでは２３頁の方で、今後の日程について確認させて

いただきます。 

 

      （以下、資料に基づき説明） 

      （その後、意見交換） 

 

近藤委員長  それでは、他に無ければ、本日の委員会を終了したいと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 

午前９時４９分閉会 
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